
大樹ーKBー2025ー502

（拠出型企業年金保険）

日 本 税 理 士 共 済 会 の

個人年金
ー募集のご案内ー

■申込方法　　同封の個人年金申込用紙に必要事項をご記入・ご押印のうえ、日本税理士共済会宛
　　　　　　　にお送りください。
■申込提出先　日本税理士共済会
■加入年月日　2026 年4 月1日（責任開始日）

「拠出型企業年金保険」のご加入に際しまして、ご加入者のご意向（ニーズ）に合致しているかのご確認
をお願いいたします。以下の「ご確認事項」をご確認のうえ、お手続きください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　ご確認事項　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この保険は、自助努力による財産形成や老後保障資金を準備することを主な目的とする生命保険で
す。「特に重要なお知らせ（契約概要）」、「特に重要なお知らせ（注意喚起情報）」ならびに「当パン
フレット」に記載されているこの保険商品の保障内容（主に以下の内容）等について申込者さまの
ご意向（ニーズ）に合致しているかをご確認のうえ、お申し込みください。
□　年金の取扱内容（年金受給が可能となる時期、年金受給要件等はニーズに合致していますか）
□　一時金の取扱内容（脱退に伴う一時金は払込掛金累計額を下回ることがあります）
□　給付金額試算表に記載の年金額・一時金額（基礎率（予定利率・予定死亡率等）の変更等によっ
　　ては大きく変動する可能性があります）
□　掛金払込期間（払込期間はニーズに合致していますか）

ご意向（ニーズ）確認のお願い

● 個人年金保険料控除が適用され、節税効果があります。
● 月掛 1 口10,000円から、最高50口までお申し込みいた
 　だけます。
● 別途積増金として、1口100,000円を50口まで積増しする

 ことができます。
● 年金受給の際には 10 年確定年金・10 年保証終身年金の

 どちらかを選べます。

申込締切日

2026 年 3月31 日（火）必着

〒141-0032　東京都品川区大崎 1-11-8 日本税理士会館 5F

TEL.03-5740-0321 FAX.03-5740-0323
e-mail  jim@zeirishikyosai.com  URL  http://www.zeirishikyosai.com

お申し込み／お問い合わせは

2026年度版

保険加入に際しましては、ライフプランや公的保険制度等もふまえ、ご自身の
抱えるリスクやそれに応じた保障の必要性をご理解いただきご検討ください。

厚生労働省の
公的年金シミュレーターは

こちら
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ご夫婦を同時に保障する団体定期保険（生命保険）
申込締切／ 2026 年 3 月 31 日（火）必着　責任開始日 2026 年 6月1日

おしどり保障

お申込みは 同封の申込書に必要事項をご記入のうえ返信用封筒で共済会宛にお送りください。

お申込みは 同封の申込書に必要事項をご記入のうえ返信用封筒で共済会宛にお送りください。

税理士・事務所職員の方が個人単位で加入できる
拠出型企業年金保険
申込締切／ 2026 年 3月31 日（火）必着　加入年月日 2026 年 4 月1日

● 旧個人年金保険料控除適用
● 月掛 1 万円から最高 50 万円まで
● 別途積増金制度あり（１回につき 10 万円から最高 500 万円まで）

一人一人のライフスタイルにあわせた積立が可能。月掛にご加入の方は、資金に余裕のあるときには別途積増金
として積立金を増やすことも可能です。新規加入・月掛増口・別途積増の機会は 3 月末締切と9月末締切の年 2 回
です。

● 最長 85 歳まで積立可。受取方法は受給時に選択可能
新規ご加入は 74 歳まで、積立は満 85 歳まで可能です。
10 年以上積み立てた満 60 歳以上の方は、① 10 年確定年金　② 10 年保証終身年金　③脱退一時金のいずれか
の受取方法を選べます。※脱退一時金のお受け取りはいつでも可能です。

個人年金

2025年度
版

ご夫婦を同時に保障する団体定期保険

日 本 税 理 士 共 済 会 の

おしどり保障
ー中途募集のご案内ー

■申込方法　　同封の「おしどり保障中途加入申込書兼告知書」に必要事項をご記入・押印

　　　　　　　のうえ、返信用封筒にて日本税理士共済会宛にお送りください。

■申込提出先　日本税理士共済会

■責任開始期　2026年6月1日

●弔慰金（死亡保険金）・高度障がい保険金

税理士本人　 最高  2,000万円保障

配偶者　　　 最高  1,000万円保障

●税理士とその配偶者のみが加入できる“ご夫婦の生命保障”

●保険期間は半年間（2026年6月1日〜 2026年11月30日）

　毎年見直せる掛け捨て保険でライフプランに合った保障を準備できます。

●「配分金」（配当金）払戻し

1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配分金としてお支払いします。

※配分金は、ご加入者数、加入率、支払保険金額の多少、引受保険会社の決算等により毎年変動します

　ので、将来のお支払いをお約束するものではありません。

※中途加入の場合、半年分の負担金に対する配分金を払戻しします。

「団体定期保険」へのご加入に際しまして、申込者さまのご意向（ニーズ）に合致しているかのご確認をお願

いいたします。以下の「ご確認事項」をご確認のうえ、お手続きください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　ご確認事項　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この保険は、死亡または所定の高度障がい状態になった場合の保障を主な目的とする生命保険です。

「特に重要なお知らせ（契約概要）」、「特に重要なお知らせ（注意喚起情報）」ならびに「当パンフレット」に

記載されているこの保険商品の保障内容、負担金、保険期間、保険金額等について申込者さま全員（配

偶者含む）のご意向（ニーズ）に合致しているかをご確認のうえ、お申し込みください。

ご意向（ニーズ）確認のお願い

大樹ーKBー2025ー501

申込締切日

2026年3月31日（火）必着

〒141-0032　東京都品川区大崎 1-11-8 日本税理士会館 5F

TEL.03-5740-0321  FAX.03-5740-0323

e-mail  jim@zeirishikyosai.com  URL  http://www.zeirishikyosai.com

お申し込み／お問い合わせは

新規加入および増額申込み以降で、責任開始期までに告知に該当する事項が生じた場合には、告知書の提出

が必要になります。（詳細は「特に重要なお知らせ（注意喚起情報）」をご参照ください。）

金融庁の

公的保険ポ
ータルは

こちら

保険加入に
際しまして

は、ライフ
プランや公

的保険制度
等もふまえ

、ご自身の

抱えるリス
クやそれに

応じた保障
の必要性を

ご理解いた
だきご検討

ください。

大樹ーKBー2025ー502

（拠出型企業年金保険）日 本 税 理 士 共 済 会 の個人年金ー募集のご案内ー

■申込方法　　同封の個人年金申込用紙に必要事項をご記入・ご押印のうえ、日本税理士共済会宛

　　　　　　　にお送りください。
■申込提出先　日本税理士共済会
■加入年月日　2026 年4 月1日（責任開始日）

「拠出型企業年金保険」のご加入に際しまして、ご加入者のご意向（ニーズ）に合致しているかのご確認

をお願いいたします。以下の「ご確認事項」をご確認のうえ、お手続きください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　ご確認事項　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この保険は、自助努力による財産形成や老後保障資金を準備することを主な目的とする生命保険で

す。「特に重要なお知らせ（契約概要）」、「特に重要なお知らせ（注意喚起情報）」ならびに「当パン

フレット」に記載されているこの保険商品の保障内容（主に以下の内容）等について申込者さまの

ご意向（ニーズ）に合致しているかをご確認のうえ、お申し込みください。

□　年金の取扱内容（年金受給が可能となる時期、年金受給要件等はニーズに合致していますか）

□　一時金の取扱内容（脱退に伴う一時金は払込掛金累計額を下回ることがあります）

□　給付金額試算表に記載の年金額・一時金額（基礎率（予定利率・予定死亡率等）の変更等によっ

　　ては大きく変動する可能性があります）

□　掛金払込期間（払込期間はニーズに合致していますか）

ご意向（ニーズ）確認のお願い

● 個人年金保険料控除が適用され、節税効果があります。

● 月掛 1 口10,000円から、最高50口までお申し込みいた

だけます。● 別途積増金として、1口100,000円を50口まで積増しする

 ことができます。● 年金受給の際には 10 年確定年金・10 年保証終身年金の

 どちらかを選べます。

申込締切日2026 年 3月31 日（火）必着

〒141-0032　東京都品川区大崎 1-11-8 日本税理士会館 5F

TEL.03-5740-0321 FAX.03-5740-0323

e-mail  jim@zeirishikyosai.com  URL  http://www.zeirishikyosai.com

お申し込み／お問い合わせは

2026年度版

保険加入に際しましては、ライフプランや公的保険制度等もふまえ、ご自身の

抱えるリスクやそれに応じた保障の必要性をご理解いただきご検討ください。
厚生労働省の公的年金シミュレーターはこちら

● 弔慰金（死亡保険金）・高度障害保険金
　　税理士本人   最高  2,000万円　　配偶者   最高  1,000万円
● 保険期間は半年間。ご夫婦のライフプランにあった見直しが毎年できます

2026 年6 月1日～ 2026 年11月30日の半年間。以降は2026 年12 月1日から1年ごとに更新となります。

● 「配分金」（配当金）払戻し
1年毎に収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配分金としてお支払いします。

同封のパンフレットをご覧ください

募集が始まりました！
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団体保障・医療保障・所得補償の

第4期中途加入 申込締切は 3月10日（火）です。

2000 万円

500 万円

66 〜 70 歳

セット名

本人・配偶者

弔慰金（死亡保険金）

税理士団体保障

選べる医療保障マイセレクト

所得補償

● 税理士・事務所職員の方が個人単位でも加入できます。
● 配分金（配当金）あり。1年更新。最長80歳まで継続できます。
● 弔慰金は130万円から4,000万円までの11グレードから選択できます。

● 税理士・事務所職員の方、および本人の加入を前提に配偶者・こどもが加入できます。
● 1泊 2 日以上の入院、手術、および死亡が支払対象です。
● 1年更新。74 歳まで継続可能。入院給付金は通算 1,095日までお支払いします。

● 税理士・事務所職員の方、および税理士の配偶者（専従者・家事従事者）が加入
　 できます。
● 免責期間は4 日間です。ただし入院による就業不能は入院1日目から保険金を
   お支払いします。

【ご参考】1 か月分負担金例　実際は年 4 回、1 回につき3か月分を自動振替します。 （単位：円）

病気死亡 災害死亡
年齢層

保障期間 性別

3000 万円

750 万円

70 歳まで

80 歳まで

男性

女性

男性

女性

〜 35歳 36 〜 40 歳 41 〜 45 歳 46 〜 50 歳 51 〜 55 歳 56 〜 60 歳 61 〜 65 歳

26,967
17,690

   6,742
   4,423

18,840
12,423

   4,710
   3,106

11,307 
7,417 
2,827 
1,854 

8,300 
6,150 
2,075 
1,538

6,180 
4,923 
1,545 
1,231 

4,773 
3,890 
1,193 

973 

3,927 
3,437 

982 
859 

3,407 
2,623 

852 
656 

【ご参考】1 か月分負担金例　実際は年 4 回、1 回につき 3 か月分を自動振替します。
65 〜 69 歳60 〜 64 歳55 〜 59 歳50 〜 54 歳45 〜 49 歳40 〜 44 歳35 〜 39 歳30 〜 34 歳25 〜 29 歳口数

基本保障
（本人 3 口・配偶者２口・

こども１口まで）

1 口

2 口

3 口

1,907
3,134
4,360

1,997
3,314
4,630

2,082
3,464
4,845

2,309
3,877
5,445

2,659
4,510
6,362

3,249
5,600
7,952

4,050
7,014
9,977

5,414
9,484

13,554

7,699
13,657
19,615

（単位：円）

基本保障への加入を前提として 5 種類のオプション保障を組み合わせることができます。

【ご参考】1 か月分負担金例　実際は年 4 回、1 回につき 3 か月分を自動振替します。
65 〜 69 歳60 〜 64 歳55 〜 59 歳50 〜 54 歳45 〜 49 歳40 〜 44 歳35 〜 39 歳30 〜 34 歳25 〜 29 歳保険金額

税理士
事務職

A

C

D

I家事従事者

10 万円

30 万円

50 万円

10 万円

995
2,985
4,975

685

1,205
3,615
6,025

815

1,435
4,305
7,175

975

1,795
5,385
8,975
1,215

2,075
6,225

10,375
1,395

2,325
6,975

11,625
1,565

2,435
7,305

12,175
1,635

2,515
7,545

12,575
1,685

3,045
9,135

15,225
2,035

（単位：円）

パンフレット・申込書は巻末の資料請求フォームでお取寄せください。



割引
20%適用
2025年7月1日から
2026年7月1日まで

ハイパーメディカル
業務災害総合保険（業務災害補償特約、フルタイム補償特約、疾病入院補償特約、

がん通院治療費用支援特約（拡張型）、地震・噴火・津波危険補償特約、

使用者賠償責任補償特約　等セット） プラス

団体契約(事業者数割引適用)

ご契約の補償内容

「入院1日あたりいくらの補償」から
「入院の実費補償」へ!!

例（裏面プランB）地震・噴火・津波危険補償特約あり・なし等選択

保険期間1年

1人あたりの保険料ではありません。
所長、代表社員、全従業員を対象とした
全員加入の保険料です。

『福利厚生』と『企業防衛』の決定版！！

ご契約例：税理士業／年間売上高4,000万円／事業者数

割引20％適用の場合の毎月の保険料  （注）業種、年間

売上高、加入事業者数により保険料は変わります。

（保険期間1年／2025年7月1日現在）

（裏面プランB／地震・噴火・津波危険補償なし）

1事務所 
月々わずか

2025年7月版

お支払金額合計

①疾病入院医療費用保険金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  （入院時の治療費、食事療養費、差額ベッド代、諸雑費等）

②がん通院医療費用保険金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

367,330円

687,490円
1,054,820円

がん治療の保険金
お支払例

直腸がんと診断され入院・通院した場合（入院70日間）（通院25日間）

●病気入院やケガの入通院治療

●がんの通院治療

○○病院

～ハイパーメディカルプラスの特長～

① 個別告知は不要で、所長、代表社員、従業員の方を無記名で補償します。(*1)

② 保険料は年令･性別に関わりなく、貴社の事業内容および売上高により決定します。

③ 病気入院やがんの通院治療による公的医療保険制度の一部負担金(*2)､先進医療

　 などの費用、差額ベッド代など実際に負担した治療費用を補償します。

(*1)保険期間が始まる前または補償対象者となる前（入社前など）に既に発病していた病気は補償の対象とはなりません。また、病気を補償する特約お

よびフルタイム補償特約については、事業主、常勤(*3)の法人役員、社員、常勤(*3)のパート・アルバイトの方が対象となります。

(*2)公的医療保険の高額療養費、付加給付を差し引いた額をお支払いします。

(*3)常勤とは、ケガまたは病気を被った時の直前6か月間における、週あたりの平均労働日数が3日以上、かつ週あたりの

平均労働時間が15時間以上に該当する場合をいいます。

事業主は、『従業員の治療と仕事の両立』を

求められています！がんに罹患した労働者の約8割が就労を継続しています!!

長期休業をしながらも復職・継続した32.9%

有給休暇の範囲で休み仕事を継続した35.8%

その他・無回答14.6%
仕事を辞めた、別の会社に再就職した16.7%

出典：東京都福祉保健局 

）月3年13成平（」査調態実るす関に等労就の者患んが「

従業員の採用と雇用維持のお役に立ちます。スマホで動画をチェック！

２４

償
補
間
時

疾病入院医療費用保険金 (1回の入院につき)
差額ベッド代

医療費用補償保険金 (1事故につき)
入院補償保険金 (日額） (1事故につき180日限度)

手術補償保険金 (1事故につき1回限度)
後遺障害補償保険金 障害等級に応じて(1～14級)

死亡補償保険金使用者賠償責任補償保険金

差額ベッド代

疾病先進医療等費用保険金 (1回の療養につき)

がん通院医療費用保険金 (1回の支払対象期間につき)

がん先進医療等費用保険金 (1回の支払対象期間につき)

50万円限度

100万円限度

500万円～20万円

50万円限度300万円限度500万円限度

500万円

入院中5万円・入院中以外2.5万円

1名／1災害1億円限度

5,000円

(1万円×入院日数)限度

(1万円×入院日数)限度

償
補
の
気
病

償
補
の
ガ
ケ

15,64015,64015,64015,640

※お支払金額は、ご契約内容や病気の状況等により異なります。

■裏面『雇用リスクの補償』は税理士法人や家族従業員以外を雇用している税理士事務所の経営者のみなさまは必見です。




